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（
文
教
科
学
委
員
会
）

研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
六
号
）
（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
我
が
国
の
経
済
社
会
を
更
に
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
を
通
じ

て
こ
れ
に
関
す
る
知
識
、
人
材
及
び
資
金
の
好
循
環
を
実
現
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
科
学
技
術
・
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
法
律
の
題
名
を
「
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。
ま
た
、
目
的
規
定
に
つ

い
て
、
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
し
、
必
要
な
事
項
等
を
定
め
る
こ
と
と
し
、
あ
わ
せ
て
経
済
社

会
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
旨
を
加
え
る
。

二
、
研
究
開
発
法
人
及
び
大
学
等
は
、
そ
の
経
営
能
力
の
強
化
を
図
る
に
当
た
り
、
そ
の
経
営
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す

る
人
材
等
の
育
成
及
び
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
国
は
、
研
究
開
発
法
人
及
び
大
学
等
の
経
営
能
力
の
強
化
を

図
る
た
め
、
そ
の
経
営
に
係
る
体
制
の
整
備
の
支
援
等
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

三
、
研
究
開
発
法
人
及
び
大
学
等
は
、
産
学
官
連
携
を
組
織
的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
、
仕
組
み
の
構
築
、
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民
間
事
業
者
に
対
す
る
情
報
の
提
供
等
の
取
組
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

四
、
研
究
開
発
法
人
の
う
ち
、
産
業
技
術
総
合
研
究
所
、
理
化
学
研
究
所
そ
の
他
二
十
の
研
究
開
発
法
人
は
、
独
立
行
政
法
人

通
則
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
別
法
（
以
下
「
個
別
法
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
研
究
開
発

法
人
の
研
究
開
発
の
成
果
を
事
業
活
動
に
お
い
て
活
用
す
る
事
業
者
等
に
対
し
、
出
資
並
び
に
人
的
及
び
技
術
的
援
助
の
業

務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

五
、
公
募
型
研
究
開
発
に
係
る
業
務
を
行
う
研
究
開
発
法
人
の
う
ち
、
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
、
科
学
技
術
振
興
機
構
、
日

本
学
術
振
興
会
、
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
は
、
個
別
法
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
公
募
型
研
究
開
発
に
係
る
業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
基
金
を
設

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

六
、
国
は
、
若
年
者
で
あ
る
研
究
者
の
雇
用
の
安
定
等
に
資
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
研
究

開
発
法
人
及
び
大
学
等
は
、
そ
の
研
究
者
が
、
年
齢
に
か
か
わ
り
な
く
知
識
及
び
能
力
に
応
じ
て
活
躍
で
き
る
よ
う
、
人
事

評
価
に
係
る
機
能
の
充
実
強
化
等
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

七
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


